
＜生活のきまり＞ 

１．標準服について 

 夏  服  6月 1日 ～ 9月 30日 

学生服＆ブレザー： ・ワイシャツは第２ボタンからしっかりととめる。長袖か半袖どちらも可。 

  ・ワイシャツの下には体育着又は白のシャツを必ず着る（健康面・衛生面上）。 

  （白のシャツは、胸のワンポイントのみ可。襟の色付きは不可）。 

・必ず名札を胸の位置につける。 

学生服 ：・必ずベルトを着用。色は黒のみ。極端に細い物や装飾のあるベルトは禁止。 

ブレザー：・ワイシャツの上にベストを着用しなくても良い。校章はベストの左胸につける。 

・スカートはひざが隠れる長さにする。スラックスも可。 

 冬  服  10月 1日 ～ 5月 31日 

※夏服のルールに加えて以下の服装になります。 

学生服＆ブレザー：・学生服やブレザーの袖はまくらずに着る。 

学生服 ：・上に学生服を着て、校章(襟章)を学生服の左襟につける。 

ブレザー：・上にブレザーを着て、校章をブレザーの左襟につける。 

 移行期間  ６月 1日・10月 1日 の前後 1か月 

 ・天候や個人の体調に合わせて夏服、冬服どちらを着用してもかまわない。 

 ・移行期間内で次の季節の制服を準備する。 

 

２．身だしなみについて 

 頭髪について  「清潔感のある中学生らしい髪型」  

・前髪が目にかからないようにする。  ・整髪料、頭髪加工、アクセサリー不可 

・髪の毛が耳にかからないようにする。 ・特異な髪型は禁止とする。 

 ・髪の毛が肩にかかる場合はゴムで結ぶ。（ゴムの色は黒・紺・茶に限る） 

       服装について  「学校生活、授業に適した着こなし」 

① 靴 

 

② 靴下 

 

③ 標準服 

 

 

 

 

 

④ 防寒着 

 

・白、黒、紺、灰を基調とした運動靴とする。 

※体育でも使用するので機能性を重視させてください。 

・白、黒、紺、灰の無地のものを着用すること。（ワンポイントは可）  

・くるぶしの膨らみがきちんと隠れる靴下（スクールソックスが望ましい）を履く。 

・原則、登校の際は制服を着て登校。冬期はブレザー、学生服を着て登校。 

・部活動後の下校の際は部活動顧問の許可で、部活動で認められている服装で下校するこ

とができる。 

・Yシャツやズボン、制服の下にジャージを着用することは禁止とする。 

・校内では必ず名札を付ける。 

・式典時は学生服タイプ・ブレザータイプともに第一ボタンを閉めて参加する。 

・冬期は登下校の際、防寒着の着用が可。 

※ピーコート、ダッフルコート（色は黒・紺・グレーに限る）、タイツ（色は黒・ベージュに限



 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 清掃時 

⑥ 朝読書 

 

⑦ 授業 

⑧ 休日、再登校 

る）、防寒用インナーシャツ（色は白に限る。形状は、丸首・Vネック）、セーター（色は黒・

紺・グレーに限る）可。カーディガンは不可。 

・セーターを着用する際は学生服やブレザーの袖、裾からはみ出さないようにする。 

・セーターが一番上の状態で学校生活を送ることは禁止とする。 

・セーターを着用時、ブレザータイプのベストは着なくてもよい。 

・式典（入学式・卒業式）セーター・タイツは原則、不可。 

・手袋、マフラー、ネックウォーマー（色の指定は特にない）可。 

※耳あてや、ニット帽は不可。 

・体育着かジャージ（体育の時の服装に準ずる）。 

・体育着かジャージで読書を行う（清掃時の服装に準ずる）。 

・朝清掃がない場合は制服で読書を行う。 

・授業は原則的に標準学生服とする。 

・休日や長期休業日、平日の再登校で学校に来る場合は制服かジャージ、ウィンドブレーカ

ー、部活動で認められた練習着とする。 

 

３．持ち物について 
必要な物：・通学には南中バッグを使用する。 

・南中バッグには落書き等はせず、キーホルダー等もつけない（防犯ブザーは可）。 

・持ち物にはすべて記名すること（特に体育着、上履き、教科書類）。 

・友達同士での必要物の貸し借りはしないこと。 

不要物：・学校生活、授業、部活動で必要のない物は全て不要物となり、一切の持ち込みを禁止する。 

① カッターやナイフを含む刃物などの危険物（ハサミは持ち込み可） 

  ② うちわ(扇子)、制汗スプレー、においのあるもの(汗拭きシート、リップクリーム等) 

※汗ふきシート、リップクリーム、日焼け止め、ハンドクリームは無臭のものなら使用可です。 

③ 集金日や先生の指示があった日以外の金銭 

  ④ アクセサリー類（ミサンガ等）、腕時計、ひざかけ 

 ※不要物は預かり、保護者に連絡をして保護者に返却になります。 

 

４．学校生活について 
① 登下校・正門から登下校する。（南門は使用しない） 

  ・南中と結婚式場の間の道は通らない。結婚式場前の整備された歩道を通ること。 

  ・登下校の際は道路に広がらず、なるべく大宮南中側（大宮高校側）を歩いて登下校する。 

  ・大宮高校裏手にある大きな通りを渡る際は横断歩道か歩道橋を必ず使用する。 

  ・自転車での登下校は不可。 

  ・朝は８：１５までに教室に入り、体育着(ジャージ)に着替え朝読書の準備をする。 

    ※８：２０までに着替えて荷物を整えて着席していないと遅刻になります。 

② 朝礼  ・学級委員を先頭に体育委員が最後尾で、各クラス男女１列ずつ背の順に整列して教室から 

朝礼を行う場所まで行く。（整列隊形、退場時も同様とする。） 

 

③ 教室 ・自分の荷物（持ち物）は机の中か廊下側のロッカーボックスに入れる。 

  ・机や椅子は落書きしたり、削ったりしない。 ・他クラスへの出入りは禁止とする。 

・他学年のエリアには行かない。（ただし、先生に用がある場合のみ可。） 

  ・先生の許可を受けた場合を除いては非常階段、ベランダへは一切立ち入らない。 



④ 給食 ・４時間目終了１５分後までに「いただきます」、その１５分後に「ごちそうさま」 

  例：１２：４５授業終了→１３：００「いただきます」→１３：１５「ごちそうさま」 

       ※終了のチャイムまで基本的に教室から出ない。手を洗い等は教員に確認してから行く。 

⑤休み時間・休み時間の間に次の授業の準備をすること。 

 (昼休み) ・チャイムと同時に授業が始められるように行動する。 

・校舎内では走らない。昼休みには校庭か体育館で体を動かしましょう。ただし、体育館は曜 

  日によって使用できる学年が決められている。※月：１年生、水：2年生、金：３年生 

  ・体育館を使用できる日はバスケットボール、バレーボールを使用することができる。 

   ※生徒会本部役員の許可を得て、借用簿に記名した上で使用する。また、借りた本人が 

生徒会本部役員に直接返却する。 

⑥ 放課後・1日の最後の授業終了５分後までに帰りの会を始める。 

  ・帰りの会終了後、日直以外は速やかにそれぞれの活動場所に行くか下校する。 

  ・完全下校時刻を守る。（日課表にある時間を守る） 

・家に帰って再度学校に来る場合も、学校のルールに従う。 

       ・帰りの会後、教室へは戻らない。    ・部活動未加入者は授業終了３０分後には完全下校。 

⑦ 水筒 ・飲み物は必ず、水筒に入れて持参すること。（ペットボトルは禁止） 

      ・水筒の中身は水、お茶、スポーツドリンクのみとする。 

    ・衛生面のことを考え、回し飲みをしない。毎日必ず持ち帰る。 

・飲んでいいのは、教室内と部活動活動場所のみとする。 

           ・給食の際には原則として牛乳を飲む。 

 

５．その他 
① 欠席、早退、遅刻の届け 

・原則として学校安心メールシステムを利用する。 

・やむを得ない場合のみ保護者が電話連絡をする。その際は８時００分までに連絡をお願いする。 

・事前に欠席、早退、遅刻等が分かっている場合は生徒手帳に内容を書き、担任に提出する。 

② 職員室の入室 

・職員室に要件がある場合は、ラインまで入る。 

・職員室扉に貼ってある入り方をよく見て、元気よくあいさつして入室する。 

・入室する際にはカバンや手袋、マフラー、ウィンドブレーカーの上着、身につけているものは外して入室 

する。 

・職員室内では要件を手短に伝え、速やかに退室する。 

③ 学校施設について 

・１F渡り廊下の赤じゅうたんやコンクリートの黄色い線の内側は上履き、それ以外は外ばきと区別 

する。 

 ・インターロッキングや中庭での鬼ごっこや走り回ることは危険を伴うので禁止とする。 

④ メールやインターネット、SNSなどの取り扱いについて 

・十分に注意する。 

 


